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【岐阜県 平成23年度3月末高卒者　
　内定率75.1％　前年同期比2.3ポイント増】

【平成22年度上半期 常用労働者数 
  　　　　　一般労働者数増加に対し
                 　　パートタイム労働者は減少】
　平成22年12月16日（木）厚生労働省は、平成22年上半期の
常用労働者の推移について発表した。
　平成22年上半期の常用労働者数について、一般労働者は、
入職者227万人、離職者223万人で差引4万人の増加となった
のに対し、パートタイム労働者は、入職者146万人、離職者
225万人で差引7万人の減少となった。
　産業別にみると、未充足求人数が卸売業、小売業で10.0万
人と最も多く、次いで宿泊業・飲食サービス業4.7万人、医療・
福祉が3.7万人となっている。また、職業別では、販売従事者
が8.7万人で最も多く、次いで専門的・技術的職業従事者が
6.1万人、サービス職業従事者が6.0万人となっている。

　平成22年12月14日（火）文部科学省は、2011年3月新規高等
学校卒業予定者の就職内定状況（10月末現在）を発表した。
　2010年における岐阜県の就職希望者数は、卒業予定者数、
18,603人に対し、3,988人で10月31日現在の就職内定者数は
2,993人となっており、就職内定率は75.1％（前年同期比2.3ポ
イント増）となっている。一方全国の就職希望者数は卒業予
定者1,069,684人に対し、189,917人で就職内定者数は106,669
人、就職内定率は、57.1％（前年同期比1.2ポイント増）となっ
ており、岐阜県の就職内定率は全国水準を大きく上回った。
　就職内定率を学科別にみると、「工業」（76.2％）、「福祉」
（63.1％）、「商業」（58.4％）、「情報」（58.2％）、「農業」（55.6％）、
「総合学科」（54.6％）、「水産」（54.1％）、「家庭」（51.2％）、「普通」
（43.1％）、「看護」（39.2％）の順に多くなっている。

【岐阜県 夏季賞与平均支給額　
　 33万7,573円　 前年比 2万1,113円増】
　平成22年11月26日（金）岐阜県統計局は、平成22年夏季賞
与の集計結果について発表した。
　今年度の夏季賞与における従業員30人以上の支給事業
所は88.7％（前年比0.9ポイント増）、支給労働者割合は
93.2％（同5.1ポイント増）と共に増加した。また、支給額で
は1人当たりの平均支給額が33万7,573円（同2万1,113円増）
となっている。
　業種別にみると建設業433,139円（同20.8ポイント減）、
卸・小売業171,605円（同9.4ポイント減）、教育、学習支援業
557.435円（同3.2ポイント減）と減少した業種がある一方、
製造業402,172円（同13.9ポイント増）、運輸業201,371円（同
8.6ポイント増）、情報通信業400,783円（同7.6ポイント増）と
増加する業種も顕著にみられた。
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新規高等学校卒業（予定）者就職（内定）状況

夏季賞与の調査産業別状況

平成22年上半期の常用労働者の動き

資料出所：文部科学省「平成23年3月高等学校卒業予定者の就職内定
              状況（平成22年10月末現在）に関する調査について」より

資料出所：岐阜県統計局「夏季賞与の調査産業別状況」より

資料出所：厚生労働省「平成22年上半期雇用動向調査結果の概況」より

注：  １）入職には、事業所の新設等に伴う労働者増加を含まない。
        ２）離職には、事業所の閉鎖等に伴う労働者減少を含まない。
　    ３）平成２２年６月末日の常用労働者数は、事業所の新設や閉鎖等がなかったと仮定したときの
              推計労働者数。
　　４）四捨五入による計数の不一致がある。
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お知らせ

【岐阜県 次世代育成支援対策推進法
　  101人以上300人以下企業の届出率
　　　　　　　　　　　　　   １３．２％】
　平成22年11月26日（金）岐阜労働局は、県内の次世代育
成支援対策推進法の「一般事業主行動計画」届出状況に
ついて発表した。
　同計画について、全国では既に義務化されている常時
雇用労働者301人以上の企業、全13,853社中12,722社が届
け出を提出、届出率は91.8％となっている。また、平成23
年4月から届出が義務づけられる101人以上300人以下の
企業の届出数は、全35,513社中4,177社が届け出を提出、
届出率は11.8％となっている。
　一方、岐阜県内では301人以上の企業、全169社中169社
が届け出を提出、届出率は100％、101人以上300人以下の
企業では全567社中75社が届け出を提出、届出率は13.2％
となっており、全国と岐阜県ともに101人以上300人以下
の企業の届出率が低く、早期の計画策定と届出が求めら
れている。

一般事業主行動計画の届出数の推移（岐阜県）

都道府県別一般事業主行動計画策定届けの認定状況
（東海3県）

次世代認定マーク「くるみん」

　岐阜労働局では、近年高水準で推移している個別労働紛争の相談件
数の状況を踏まえ、労使間の個別労働紛争の未然防止と紛争が発生した
場合の自主的な解決を促進することを目的としたセミナーを行っています。
詳細については、下記のとおりです。是非ご参加下さいますよう宜しくお願
いします。

労働紛争自主解決支援セミナーの開催について
－従業員と企業のトラブルを未然に防止するために－
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　2010年度中に1人当たりの平均賃金の引き上げについて、実施・予定する
企業74.1%（前年比12.4ポイント増）、引き下げる企業4.5％（同8.4ポイント減）、
賃金改定を実施しない企業17.2％（同4.4ポイント減）となった。規模別に引き上
げ額を見ると5,000人以上の企業5,013円、1,000～4,999人の企業3,952円、300
～999人の企業3,106円となっている。

平成22年賃上げ実施・予定企業 74.1％

資料出所：厚生労働省「平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」より

　休暇取得分散化の賛否について、賛成（28.1％）、反対（56.1％）、わからな
い（15.8％）となり、反対が賛成を上回った。主な理由として反対では、「家族・
親類や知人と休みがあわなくなるから」（54.2％）、「全国一斉の休みでないと、
かえって休めなくなると思うから」（44.3％）、「現行の制度に慣れているから」
（34.9％）、賛成では、「高速道路・交通機関や観光地の混雑が緩和すると思う
から」（72.3％）、「休みを取りやすくなると思うから」（48.2％）、「経済活動が活性
化すると思うから」（42.5％）が上位を占めている。

休暇の分散化の賛否　賛成28.1％ 反対56.1％

資料出所：内閣府「休暇取得の分散化に関する特別世論調査」より

　子ども手当の受給資格者である、中学3年以下の子どもを持つ方を対象に
子ども手当の使途等について調査した結果、「子どもの将来のための貯蓄・保
険料」が41.6%と最も多く、続いて、子どもの衣類・服飾雑貨費（16.4％）、子ども
の学校外教育費（16.3％）となった。

子ども手当の使い道1位は　「子どもの将来のための貯蓄・保険料」

資料出所：厚生労働省「「子ども手当」の使途に関する調査結果」より

　「休業等実施計画届」の受理事業所数および対象者数について、全国で
事業所数64,395カ所（前月比2,859カ所減）、対象者数1,056,265人（同44,742
人減）となっている。一方県内では、事業所数2,173カ所（同129カ所減）、対象
者数34,587人（同953人減）となっている。

岐阜県の10月度雇用助成金対象者数　34,587人

資料出所：厚生労働省「平成22年10月雇用調整助成金等に係る休業等実施
　　　　 計画届受理状況【速報】」より

平成23年1月27日（木）　13:30～16:00期　　　間

岐阜県 県民ふれあい会館 中会議室

「あっせん事例から見る解雇にかかる
　　　　　　　　労働時間の解決について」

岐阜市薮田南5丁目14-53

岐阜労働局 企画室 労働紛争調整官

会　　　場

内　　　容

連   絡   先 岐阜労働局　企画室　　　　　058-245-8124
㈳岐阜県労働基準協会連合会　058-279-3399
岐阜県 労働雇用課　　　　　  058-272-8402
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業務起因による疾病 ～裁判例解説～

毛利法律事務所

小 森　正 悟
弁護士

氏

第184回人事・労務セミナーダイジェスト

　当日解説いただいた内容の中から「業務起因による疾病」
と「労働者への健康配慮義務について」ダイジェスト版とし
てまとめました。

　新入社員として採用された方が、事業所以外の場所
で宿泊を含めた合宿訓練を実施したところ、神経症を
発症。

　労働者側：集団生活を行なったことによる発症であ
ると主張。
　企業内における集団生活の中で起こりえる集団的行
動であると判断し因果関係を否定。

業務起因による疾病

1. 労災保険法の規定
　「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」⇒業務
上の災害であることが要件

3. 業務起因性が要件とされる理由

4. 精神疾患と業務起因性

危険責任の法理

＝労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある
こと

⇒使用者の無責任を負わせるのは、業務に内在・随伴す
る危険が顕在化・現実化したもの

2． 業務上の災害とは
○業務遂行性

＝業務と災害との間の相当因果関係の存在
○業務起因性

日産自動車事件

熊谷労基署長事件

裁判例①

　労働者が仕事量の多い中でトラブルが多発し、それ
によって上司から叱られ、長時間労働を強いられこと
によるうつ病発症。
　同じ業務を他の労働者が行なったとしても同じく発
症したと考えられるとし因果関係を認定。

通達による認定基準
　以下の①ないし③のいずれかの業務において、発生
状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事
に遭遇

①発生直前から前日までの間において、発生状態を
時間的及び場所的にし得る異常な出来事に遭遇
②発症前概ね１週間の間に、特に荷重業務に就労し
たこと
③発症前おおむね６ヶ月の間に著しい疲労の蓄積を
もたらす特に過重な業務に就労したこと

裁判例②

（1） 精神障害の場合
● 特に問題になるのは心因性精神障害（神経症、うつ
病など）

● 労働者の担当業務に関連して心因性精神障害を発
症させるに足りる十分な強度の精神的負担ないし
ストレスが存在することが客観的に認められるこ
とが必要（相当因果関係）

● 他の労働者が発症した労働者と同じ労働条件にお
いて、同じ業務を受けて同様なことがいえるのかを
判断する

（2） 過労死の場合
過労死とは
● 脳血管疾患と虚血性心疾患
● 脳心臓疾患と業務との間に相当因果関係が必要
● 「業務による過重な精神的、身体的負担が基礎疾患
を自然の経過を超えて増悪させ、発祥に至った」と
認められる場合に相当因果関係を認めている。

● 他の労働者でも同じ環境であった場合に発症した
可能性があったかどうか

● 他に要因は関係なかったのか

ポイント

本稿は、さる11月18日（木）に長良川スポーツプラザで開催された
「第184回人事・労務セミナー」における、ご講演の概要です。

（事務局文責）
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⇒労働者に精神障害・過労死・過労自殺が発生した場合
は企業に対して民事賠償の矛先が向けられることか
ら、健康配慮義務の内容を理解しておく必要がある

⇒業務量調節については、具体的な措置が要求され
る。労働者へ健康配慮義務

①当該業務の精神的・肉体的負荷が、業務自体の有す
る危険性の現実化と評価できるかを検討し、自然
的進行によっては発症を引き起こさない基礎疾患
が、業務により自然的経過を超えて増悪されたも
のか否かを検討。
②必ずしも通達に拘束されていない。

　業務起因性の論点で見たような精神疾患の問題、どの
企業・業種でも起こり得る労働災害となっている。

⇒健康管理で中心となるのは、健康診断実施義務と健康
診断実施後の措置

　使用者による健康管理については、主に労働安全衛生
法・同規則で規定されている。

　労働者について、疾病が発病・増悪するような具体
的危険性のある場合は、担当業務・職種の内容につい
ても事業者が配慮する必要がある。

（1） 健康診断の実施

（2） 業務内容の配慮

　過労関係で使用者の責任が追及されるときは常に
問題とされるポイントである。

（3） 労働時間（業務量）の配慮

　高血圧症等の基礎疾患がある労働者に、不規則勤
務や夜勤への従事をさせることが問題となる場合が
ある。

（4） 勤務体制の配慮

　就労日だけでなく、休日・休暇を適切に取得させる
ことも健康配慮義務の内容の１つである。

（5） 休日・休暇など

　労働者が基礎疾患に罹患していることが分かった
場合は、医師等による適切な指導を受けるように本
人を指導する必要があり、そのための便宜をできる
だけ図ることが望ましい。

（6） 治療の指導・配慮

● 「これさえしておけば足りる」という事項はなく、具
体的な状況に応じて様々な要素が総合配慮されてい
る

● 裁判例の中には使用者に酷と思われる判断もある
（配置転換や解雇は容易ではない）が、「医師の意見」
の適切な取得とこれに基づく対応の履行が責任を否
定するポイントとなる

● 労働安全衛生法の中でも法的義務と努力義務とが存
在するが、安全配慮義務違反の観点からは、質的な相
違は無い（裁判例でも「法規の有無にかかわらず」と
いう言い回しがなされている）

（7） まとめ

1．問題意識

2．労働安全衛生法

⇒行政法令を遵守していても、直ちに安全配慮義務を履
行したことにはならないことに留意すべき

● 行政法令は最低基準を定めている
● 他方、安全配慮義務は「労働者の生命・身体を危険から
保護するよう配慮すべき義務」と一般的・抽象的に定
義される

● 健康診断実施義務（一般健康診断・特殊健康診断）
● 健康診断の結果の記録
● 医師等からの意見聴取
● 健康診断実施後の措置
● 一般健康診断の結果の通知
● 一定の労働時間を超える労働者に対する医師に
よる面接指導

3．行政法令と安全配慮義務との関係

4．健康配慮策のポイント

近年の認定の傾向

（3） 過労自殺の場合
● 労働者の故意による死傷病は保険給付は無い
● 他方で、反応性うつ病に罹患した労働者の自殺念
慮、自殺企図の症状から発作的に自殺した場合であ
れば、上記故意が認められないとも言い得る

● 裁判例は「業務の過重性」の存否を特に重視して
いる

①法令等で義務付けられている健康診断を全
てそのとおりに実施すること
②健康診断の結果を本人に通知して、本人が治
療を受ける機会を与えること
③健康診断の結果に基づき、医師の意見を聞い
て適切な措置をすること

～健康診断実施のポイント～


